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統合的リスク管理の基本方針
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　金融の自由化・グローバル化及び金融技術の高度化等により金融機関を取り巻く環境は大きく変化しており、金融機関が抱える
リスクは一段と多様化・複雑化しております。このような環境下で、当金庫が今後とも地域の皆様から信頼され、経営理念である
“地域社会の発展に貢献する”には、経営の健全性を確保することが重要であると考えております。当金庫では、リスク管理を経営の
最重要課題の一つと位置付け、総合企画部を統合的リスク管理統括部署として、多岐にわたる様々なリスクの把握と適切な管理に
努め、経営の健全性の確保・向上を図っております。

　金融機関の業務には、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクといった様々なリスクが存在します。当金庫
では、業務やリスクの規模・特性に応じて、リスク・カテゴリー毎に適切なリスク管理を行うとともに、リスクを総体的に捉えて経営
体力（自己資本）と比較・対照することにより、自己管理型のリスク管理である統合的リスク管理を実施しております。また、統合的
リスク管理の実施により、適切なリスクテイクによるリスクに見合った適正な収益を確保するとともに、自己資本の充実に努めており
ます。

　当金庫では、「統合的リスク管理規程」を制定し、統合的リスク管理態勢の整備・確立を図っております。当金庫が抱えるリスクを
一元的に管理する統合的リスク管理統括部署及びリスク・カテゴリー毎に主管部署を設置し、統合的リスク管理の実効性及び相互
牽制機能を確保しております。また、リスク統括委員会、ALM委員会、リスク検討会を設置し、リスク状況の定期的なモニタリング
や、リスク管理に関する事項の協議・検討を組織横断的に実施しております。さらに、内部監査部署による内部監査を実施し、リスク
管理の適切性及び有効性について検証しております。
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　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少
あるいは消滅し損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、自己査定の債務者区分及び分類結果等に基づいて信用リスクを把握し、適切なポートフォリオ
管理等に反映させております。また、与信取引における基本的考え方をクレジット・ポリシーとして定め、健全な
倫理観に基づいた行動や判断を行うよう役職員に周知徹底を図るとともに、貸出資産の健全性を維持する
ため、貸出審査部門と営業推進部門を分離し、厳格な審査体制を構築しております。
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　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債
（オフ・バランスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債から生み出される収益が変動し損失
を被るリスクのことです。
　当金庫では、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）等の手法により市場リスクを計測し、予め定めたポジション枠、
リスクリミット、損失限度額に基づき、市場リスク管理を行っております。また、市場運用に関わる担当をフロント、
ミドル、バックに役割を分離し、相互牽制機能が働くよう体制を整備しております。
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　流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で
の取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）と、金融機関の財務内容の悪化等に
より必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利
での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）のことです。
　当金庫では、市場の状況と現状の資金繰りの状況を適切に把握し、当金庫の資金調達・運用構造に適応した
流動性リスク管理に努めております。また、資金繰り逼迫度に応じた対応策を定め、状況に合わせ適切に対応
できる態勢を構築しております。
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　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生
的な事象により損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、オペレーショナル・リスクを極小化すべきリスクと位置付け、統括部署を設置し、オペレーショナル・
リスクの総合的な管理態勢を整備しております。また、オペレーショナル・リスクを事務リスク、システムリスク
などに分類し、リスク・カテゴリー毎に主管部署を設置して適切なリスク管理に努めております。
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▶事務リスク
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクのこと
です。当金庫では、役職員がリスクの所在を認識し適正な事務処理を徹底するとともに、適切な事務指導の実
施、内部監査や店内検査の実施による牽制機能の確保等により、事務リスクの極小化に努めております。
▶システムリスク
　システムリスクとは、コンピュータシステム等の障害、誤作動、システムの不備、不正利用、情報漏えい等によ
り損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、不測の事態によるシステムダウンや誤作動に対しても、適切に対応できる態勢を整備すると
ともに、情報資産の保護に関する基本方針（セキュリティポリシー）を定め、システムリスクの適切な管理に努めて
おります。
▶法務リスク
　法務リスクとは法令等違反行為が発生することにより、当金庫に対する信用や信頼の失墜を招き、当金庫が
損失、損害を被るリスクのことです。
▶人的リスク
　人的リスクとは、人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）及び差別的行為（各種ハラスメン
ト等）から生じる損失・損害のことです。
▶有形資産リスク
　有形資産リスクとは、災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害のことです。
※上記以外の外生的な事象等により当金庫が被る損失については統括部署において管理することとしています。

リスク管理態勢

各種リスクと管理基本方針
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